
　森林組合改革・林業事業体育成検討委員会では、これまでの議論を総括
し、最終とりまとめを行ったところ、その概要は、以下のとおり。

１．施業の集約化
（１）森林組合の役割
・多くの所有者が小規模・零細な中で、森林組合には、森林所有者の協同組

織として、施業集約化の中心的な役割を担うことが大いに期待。
・森林組合は、施業集約化・合意形成、森林経営計画（仮称）の作成等を最優

先の業務として取り組むこととし、この旨、自ら定める運動方針の中に位
置づけ、系統組織あげて取り組む。

（２）施業集約化の促進策
・施業集約化を進めていくためには、様々な課題があり、こうした課題の解

決には、効果的な支援が必要。
・森林管理・環境保全直接支払制度の中で、ハード事業と併せて、集約化に

必要な諸活動に対する支援措置を講ずる方向を目指す。
・境界確定の推進のため地籍調査が促進されるよう国土交通省と連携。
・森林施業プランナーの増員と能力向上に向け必要な研修を実施するととも

に、森林施業プランナーを認定する仕組みを導入。
（３）フォレスターと森林施業プランナーの関係
・森林施業プランナーが中心となって、森林経営計画（仮称）を作成するに当

たっては、地域の森づくりの全体像を描くフォレスターと連携して取り組
むことが重要。

・フォレスターの育成の段階から、研修の一部をフォレスター候補者と森林
施業プランナーが一緒に受講し、連携しやすい体制づくりに着手。

２．森林組合と民間事業体とのイコールフッティング
（１）施業集約化に向けた合意形成・計画づくりの段階でのイコールフッティ

ングの確保
・森林経営計画（仮称）を作成する意欲と能力を有する者には等しく森林簿等

の森林情報を提供し、施業集約化を促進。
・このため、意欲と能力を有する者に対して、集約化に必須の森林簿及び森

林計画図が開示されるよう都道府県に対し助言を行うとともに、市町村長
が集約化に必要な情報の提供等を行うよう努める旨を法定することを検
討。

（２）計画に従った事業実行段階でのイコールフッティングの確保
・森林整備事業等を実行する際、計画作成者が明確かつ客観的な基準で事業

実行者を選択する仕組みを導入。
・このため、総合評価落札方式を参考に、林業事業体の登録情報を活用し

て、価格以外の技術力など事業実行能力を加味して事業実行者を選択でき
るようにする。その際、評価項目等の基準は国がガイドラインを示し、都
道府県が地域の実情に応じて作成することを検討。

（３）事業の実行の質の確保
      ・事業実行者の選択に当たって、森林整備の効率化のみならず、品質確

保も図られるよう、林業事業体の登録・評価の仕組みを導入。

（総論）
○路網は、森林の多面的機能を持続的に発揮していくための基盤。丈夫で簡

易な、使いやすい道づくりを推進。
○人工林を中心に森林資源が成熟、充実。森林施業、森林経営の基盤づくり

を主眼に置き路網を計画していくよう意識を切り替え。

（これからの路網）
○路網を構成する道を、林道、林業専用道、森林作業道に整理。一時的施設

と位置付けていた作業道も含め、長期にわたる使用を前提に路網を整備。
　・「林道」：森林整備や木材生産を進める上での幹線。
　・「林業専用道」：幹線となる林道を補完し、森林作業道と組み合わせて森

林施業に供用。１０トン積程度のトラックが走行できる必要最小限の規
格・構造。森林作業道の機能を木材輸送の観点から強化・補完。

　・「森林作業道」：主として林業機械が走行。集材等のため高密度に配置。
○路網の規格･構造を明確化するため、林業専用道、森林作業道の作設指針

の整備を提言。林道規程の見直しも。
○変化に富む我が国の地形・地質、土質等を踏まえ、設計・工法を工夫し路

網を整備。現場から経験を学びとり、技術的知見を蓄積・普及・指導。
○路網は、森林と社会との接点。社会に認知されるよう路網を構成する道の

区分に応じて、適切に維持管理。
○これからの路網整備に必要な技術・技能を備えた森林作業道作設オペレー

ター、林業専用道設計者・監督者を育成し、路網整備の加速化に対応。

（これからの作業システムと路網整備水準）
○地形・地質、土質等の自然条件、森林の所有形態、経営方針等の社会経済

的条件を勘案し最適な作業システムを決定。定期的に分析・評価し、改善
の方向を地域で共有。

○木材の輸送距離や輸送量も勘案して、路網を構成するそれぞれの道を、役
割分担に応じて組み合わせ、量的・空間的に適切なバランスで配置。

○作業システムに必要となる林道、林業専用道、森林作業道の路網密度の目
安を、林地の傾斜度ごとに提示。

　・緩傾斜地( 0°～15°) 車両系：100～250m/ha
　・中傾斜地(15°～30°) 車両系： 75～200m/ha　架線系：25～75m/ha
　・急傾斜地(30°～35°) 車両系： 60～150m/ha　架線系：15～50m/ha
　・急 峻 地(35°～     ) 架線系：  5～ 15m/ha 

３．森林組合関係
（１）本業優先のルール（員外利用の厳格化）
・森林組合が、組合員の森林について周辺の組合員以外の森林も巻き込んだ

施業集約化を最優先に取り組めるよう、必要な支援を行うとともに、これ
らの業務が適切に実施されていない場合には、その原因と認められる員外
利用の停止を求めるとの方向で、チェックの仕組み、ルールづくりを国と
都道府県が連携して行う。

・森林組合の総会、都道府県森林組合連合会の監査によるチェックを経ると
ともに、行政庁の森林組合検査において不適切と判断される場合には施業
集約化への取組と員外利用について改善策の作成、実行を求める。

（２）森林組合の会計制度の見直し・情報公開
・森林組合会計について、森林組合の収入・支出の全体像が明確になるよう

に、私有林に係る施業の集約化について、補助金の受入れも含めた収支の
状況を明確にするため、事業報告書において記載。

・組合員が自らの組合の経営努力を理解できるようにするため、各種手数
料、労働生産性、収益率等の経営内容に関する明確で簡潔な指標を示す。
指標の全国平均、都道府県平均を全国森林組合連合会や農林水産省等の
ホームページに掲載。

４．林業事業体の育成
 （１）高い生産性と安全性を確保するための現場技能者の能力向上
・高性能林業機械の安全な運転動作の習得に必要な時間を確保するととも

に、これら機械を活用した低コスト作業システムを現場レベルで実践でき
るよう、現場技能者のための段階的かつ体系的な研修カリキュラムを整備
すべき。

・それぞれの職能に応じて求められる知識や技術・技能の習得に関する研修
を修了した者（フォレストワーカー（林業作業士）、フォレストリーダー（現
場管理責任者）、フォレストマネージャー（統括現場管理責任者））に対して、
国が登録・認定する制度を創設すべき。

 （２）処遇や人事管理
・現場作業員の能力を十分に発揮させ、生産性の向上や規模拡大等に取り組

んでいくためには適切な人事管理等が必要であり、現場作業員の能力が処
遇に適正に反映されるよう、段階的かつ体系的な研修カリキュラムを活用
しつつ、客観的な人事評価の実施を誘導すべき。

・労働関連法令で遵守又は努力すべき事項について、都道府県や林業労働力
確保支援センター等による雇用管理に関するチェックが等しく働くように
すべき。このため、国で共通となるチェックリスト等を作成し、その活用
方法・事例をまとめ、使いやすい成果物として林業事業体、都道府県、林
業労働力確保支援センターに配布すべき。

（３）事業量の確保
・林業事業体が事業量の確保を目指して、機械や人材に投資し、規模拡大し

ていくためには、将来の事業量に関して予測可能な仕組みが何より重要で
あることから、民有林、国有林それぞれにおいて、計画量が流域や市町村
単位で明確になる方向で検討。

路網・作業システム検討委員会

森林組合改革・林業事業体育成検討委員会

４つの検討委員会のとりまとめの概要
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「森林･林業の再生に向けた改革の姿」の概要集特

　持続的な森林経営を実現した上で、林業の採算性を回復するために
は、専門的かつ高度な知識・技術を有する技術者・技能者の育成が必
要。また、持続的な森林経営を進めるためには、各地域における長期
的視点に立った森づくりのマスタープランを作成し、その実行に向け
指導し得る技術者が必要。
　このため、森林・林業に関する技術者・技能者の育成等を計画的
に推進するとともに、人材を育成する体制を検討。また、人材育成に
あたっては、本人の育成段階に応じた指導等がなされるよう組織的な
支援を行うとともに、人材育成にＰＤＣＡサイクルを導入することに
より人材育成に関するプログラムを常に改善できるような仕組みが必
要。

１　フォレスター
・市町村森林整備計画の策定支援を通じて地域の森づくりの全体像を

描き、併せて市町村が行う行政事務の実行支援を通じて森林所有
者等に対し指導等を実施。

・森林の取扱い等の計画作成や路網作設等の事業実行に直接携わり、
指導等を行うなどの実務を経験し、併せて課題解決能力の向上に
向けた研修等を修了するなどにより一定水準に達した者をフォレス
ターとして認定し、名簿に登録。

・現行の林業普及指導員資格試験について、受験資格や試験内容を再
構築した上で、同資格試験をフォレスターの認定試験として位置づ
けることが必要。

・今般の森林計画制度の改正により、森林経営計画（仮称）の認定業務
が始まること等から、フォレスターが本格的に活動するまでの間、
都道府県や国の職員等のうち森林計画制度に関する研修を受けた
者（准フォレスター）が計画策定等の支援業務を実施。

２　森林施業プランナー               　
・施業の集約化に向け合意形成を図り、森林経営計画（仮称）の作成の

中核を担う。
・集約化施業の推進に不可欠な森林施業プランナーの増員と併せて、

森林経営計画（仮称）の作成に必要な知識の習得等、森林施業プラン
ナーの育成に向け必要な研修を実施。

・森林経営計画（仮称）の作成に当たっては、林業事業体の経営者の関
与が必要であることから、経営者を対象とした研修の実施が必要。

・森林施業プランナーが中心となって森林経営計画（仮称）を作成する

１　国産材の加工・流通・利用段階における課題
　　国産材を利用することは、我が国の「森林と木材利用のサイクル」

の維持に貢献。森林を木材として利用し、その利益を森林に再投資
することを可能とする、国産材の加工・流通・利用体制の構築が喫
緊の課題。

　　具体的には、流通構造が小規模・分散・多段階であり、需要者の
ニーズに対応できていない供給体制などが課題。また、公共建築物
の木造率が低位であり、毎年2,000万㎥の林地残材が発生する等
の現状を踏まえ、以下の対応が必要。

２　対応方向
（１）国産材の加工・流通
　①素材から製品までの国産材の流通体制の整備
　・大規模物流に対応するための中間土場や大型トレーラーの活用
　・素材から製品までの各段階を含めた商流の総合的なコーディネー

ト
　・チップ用材の効率的な搬出等による森林資源利用率の向上
　②品質・性能の確かな製品の安定供給など需要者ニーズに対応した

国産材の加工体制の整備

　・乾燥材やＪＡＳ製品など品質・性能の確かな製品の供給促進
　・輸入材主体の製材工場の国産材への原料転換促進
　・コンクリート型枠用合板、フロア台板等への国産材の利用推進

（２）国産材の利用推進
　①住宅や公共建築物等への木材利用の推進、木質バイオマスの総

合利用の推進
　・公共建築物木材利用促進法に即した木材利用の拡大
　・地域材を生かした地域型住宅づくりへの支援や住宅以外の分野へ

の木材利用の推進
　・石炭火力発電所における石炭と間伐材の混合利用の促進
　②木材利用に対する消費者理解の醸成
　・「木づかい運動」等による国産材製品に対する国民理解の醸成
　・環境貢献度の「見える化」などによる国産材の信頼性の向上
　・木材のトレーサビリティ確保など違法伐採対策の強化

（３）人材育成
・木材利用における環境、社会科学分野に関する人材の育成
・流通コーディネートや大工、工務店、設計者等木造建築等に関する

人材育成

に当たっては、フォレスターと連携して取り組むことが重要。
・森林施業プランナーの研修修了者の能力を客観的に評価し、一定の

質を確保できるよう、森林施業プランナーの認定の仕組みを検討す
ることが必要。

３　森林作業道作設オペレーター等
・森林作業道作設オペレーターとは、丈夫で簡易な森林作業道を作設

する者であり、路網作設を行う技能者を対象に、土工技術及び現場
における線形判断のための知識を習得させるための研修を実施。

・林業専用道設計者・監督者とは、林業専用道の設計書の作成や設計
書に基づき現場の条件に応じた適切な応用動作を行いながら林業専
用道を作設する者であり、一般の土木技術・技能を有する者を対象
に、座学と現地講習を実施。

・それぞれの人材について、これからの路網整備の趣旨はもとより、
森林施業や作業システムについての基礎的な知識を習得させること
が必要。

・路網整備を加速化するため、ブロック単位等での技術の普及指導を
実施。また、指導者を養成するための研修を実施。

・事業の実施に当たっては、それぞれの道の作設が、上述する能力や
技術・知識を習得している者により行われるよう、助成制度におけ
る位置づけを検討することが必要。

４　フォレストマネージャー（統括現場管理責任者）等
・高い生産性と安全性を確保し、高性能林業機械を活用した低コスト

作業システムを現場レベルで実践するためには、現場作業員の能
力向上が必要であり、そのためには研修の更なる充実が必要。

・研修の規範となるべき段階的かつ体系的な研修カリキュラムを整備
し、これに基づく研修を修了した者をそれぞれフォレストワーカー

（林業作業士）、フォレストリーダー（現場管理責任者）、フォレスト
マネージャー（統括現場管理責任者）として国が登録・認定する制
度が必要。

・こうした研修を活用しつつ客観的な人事評価がなされるよう、事業
主が使いやすい人事管理マニュアル等の作成が必要。

・労働災害の発生率が他産業に比べ高い水準にあり、新規就業者も増
加していることから、安全教育等を充実させ、現場作業員の安全の
確保に努めることが必要。

国産材の加工・流通・利用検討委員会

人材育成検討委員会

「森林・林業基本政策検討委員会」以外の
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